
耐
震
改
修
で
住
ま
い
の
地
震

対
策
を

　
お
住
ま
い
の
木
造
住
宅
が
地
震
に
強
い
か
無

料
で
診
断
し
、
改
修
す
る
場
合
の
費
用
を
補
助

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▪
木
造
住
宅
無
料
耐
震
診
断（
昭
和
56
年
5
月

以
前
に
建
築
さ
れ
た
も
の
）

▪
木
造
住
宅
耐
震
改
修
費
補
助
金（
最
大

１
４
０
万
円
補
助
）

▪
木
造
住
宅
解
体
費
補
助
金（
最
大
10
万
円
補

助
）

▪
簡
易
耐
震
対
策
費
補
助
金（
屋
根
の
軽
量
化

な
ど
に
最
大
30
万
円
）

▪
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
安
全
対
策
費
補
助
金（
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
に
最
大
20
万
円
、
建
て

替
え
に
最
大
30
万
円
）

※
補
助
を
受
け
る
に
は
事
前
に
手
続
き
が
必
要

で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
建
築
課　
☎
23‐３
５
２
６

愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
協
定
保
養
所
利
用
助
成
事
業

対
象：
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険

者　
期
限：令
和
５
年
３
月
31
日　
内
容：協
定

保
養
所
宿
泊
時
１
名
１
泊
当
た
り
１
０
０
０
円

助
成（
期
間
中
、
全
保
養
所
合
わ
せ
て
４
泊
ま

で
助
成
）　
協
定
保
養
所：あ
い
ち
健
康
の
森
プ

ラ
ザ
ホ
テ
ル（
東
浦
町
）、お
ん
た
け
休
暇
村（
長

野
県
王
滝
村
）、
サ
ン
ヒ
ル
ズ
三
河
湾（
蒲
郡

市
）、
す
い
と
ぴ
あ
江
南（
江
南
市
）、
豊
田
市

百
年
草（
豊
田
市
）　

利
用
方
法：
協
定
保
養
所

へ
申
し
込
み
時
に
被
保
険
者
で
あ
る
旨
を
伝
え

る
と
精
算
時
に
助
成　

持
ち
物：
後
期
高
齢
者

医
療
の
保
険
証（
宿
泊
当
日
提
示
が
必
要
。
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
使
用
不
可
）、利
用
カ
ー

ド（
初
回
利
用
時
に
協
定
保
養
所
に
て
交
付
）

▼
愛
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付
課

　
☎（
０
５
２
）９
５
５‐１
２
０
５

国
民
健
康
保
険
へ
の
届
け
出
を

お
忘
れ
な
く

▪
就
職
や
結
婚
な
ど
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険

か
ら
新
し
い
保
険
に
変
わ
っ
た
方　

　
喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

▪
離
職
な
ど
に
よ
り
現
在
ど
の
健
康
保
険
に
も

加
入
さ
れ
て
い
な
い
方

　
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
が
必
要
で
す
。

※
届
け
出
の
際
の
持
ち
物
な
ど
、
詳
し
く
は
市

Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
保
険
年
金
課　
☎
23‐２
１
４
９

産
前
産
後
期
間
の
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す

対
象：
産
前
産
後
免
除
期
間
に
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
の
期
間
を
有
す
る
方　

内
容：
出

産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月

か
ら
４
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ

れ
ま
す
。
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日

ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ
月
前
か
ら

６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま

す
。
免
除
さ
れ
た
期
間
は
保
険
料
を
納
付
し
た

も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映

さ
れ
ま
す
。　

届
け
出
時
期：
出
産
予
定
日
の

６
カ
月
前
か
ら

※
届
け
出
の
際
の
持
ち
物
な
ど
、
詳
し
く
は
市

Ｈ
Ｐ
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
豊
橋
年
金
事
務
所　

　
☎（
０
５
３
２
）33‐４
１
１
１

▼
保
険
年
金
課　
☎
23‐２
１
４
９

発
達
障
害
啓
発
週
間
お
よ

び
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

　

自
閉
症
の
人
た
ち
が
生
活
し
や
す
い
社
会

は
、
み
ん
な
が
幸
せ
に
生
活
で
き
る
社
会
に
つ

な
が
り
ま
す
。
日
本
で
は
４
月
2
日
か
ら
8
日

ま
で
の
1
週
間
を
、
発
達
障
害
啓
発
週
間
と
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
年
4

月
2
日
は
世
界
自

閉
症
啓
発
デ
ー
で

す
。
こ
の
機
会
に

発
達
障
害
や
自
閉

症
に
つ
い
て
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
？

▼一般
社
団
法
人
日
本
自
閉
症
協
会

　
☎
03‐３
５
４
５‐３
３
８
０

▼
地
域
福
祉
課　
☎
23‐３
６
９
７

▲喪失
の場合

▲加入
の場合

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和4年4月│    │19

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


